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          総務文教常任委員会 所管事務調査報告書 

 

本委員会の所管事務について調査した結果を以下の通り報告いたします 

 

１ 調査事件名 安芸高田市歴史民俗博物館の管理費について 

 

２ 調査の目的 

 安芸高田市歴史民俗博物館は令和 3 年度までは指定管理者に業務を委託していたが、令

和 4 年度から市の直営となった。令和 5 年 3 月の一般質問で市の直営により令和 3 年度よ

り施設管理料で約 400 万円の減額となり、入館料収入見込みの 200 万円を合わせて約 600

万円の減額となるとの答弁があり、指定管理委託料と市直営での管理料の積算方法につい

て説明を求めた。 

 

３ 調査の方法 

 教育委員会から提出された安芸高田市歴史民俗博物館の令和 3 年度の指定管理料と令和

4 年度の市直営の管理料の支出決算額の管理費の比較表(資料 2)を基に削減効果の説明を受

けた後、質疑により追及した。 

 

４ 調査結果 

 令和 3 年度の博物館の管理費全体の決算額は指定管理料(15,456 千円）と市の支出額

（14,138 千円）を合わせて 29,594 千円かかっていることが今回の調査で判明した。 

 市の支出額の主なものは博物館の担当をしていた教育委員会生涯学習課職員 1 名と会計

年度任用職員 1 名の人件費、公文書の燻蒸業務委託料、展示室の土地借り上げ料となって

いる。令和 4 年度から歴史民俗博物館の副館長として勤務することになった職員の人件費

は令和 3 年度からすでに市の人件費として予算化されているので、人件費に変動が発生し

ないことになる。 

 また、指定管理者の間接経費 （2,059 千円）は令和 4 年度市の直営管理になったため間接

経費は発生しないとして支出は０円となっている。厳密には間接経費を算入して比較する

べきである。公課費（消費税等 978 千円）は市には発生しない。 

 令和 3 年度の指定管理料と市の支出額の合計金額と令和 4 年度の市直営の支出額の差額



は 5,588 千円となっているが、令和 3 年度の指定管理での人件費の 9,783 千円は令和 4 年

度の市の会計年度任用職員の雇用により 2,047 千円安くなっているとの報告があったが、

令和 3 年度の指定管理での 3 人の人件費は勤務時間が 40 時間であり、令和 4 年度の市直営

での会計年度任用職員の勤務時間は 30 時間となっており単純に引き算で削減額の比較をす

ることは出来ない。また、電気料の高騰により令和 3 年度より 756 千円支出増となったも

のを削減効果額として加算するべきではない。よって資料 2 の削減額比較の説明資料は見

直しが必要である。 

 今後、指定管理料と市直営の管理料を比較するときは、分かり易く誰が見ても納得のいく

数字で比較表を作成して判断するべきである。 

 

※参考資料として資料 2(安芸高田市歴史民俗博物館の管理費について)と安芸高田市歴史

民俗博物館管理運営業務に係る収支計算書(35 ページ)を添付する。 








